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北里大学は、すべての学生が個人として尊重され、適正で快適な環境のもとで学業に専念できる

よう人権侵害行為の防止と対策に取り組んでいます。 

 

本学のこの姿勢は、『人権侵害防止宣言』および『人権侵害（ハラスメント）防止のためのガイ

ドライン（指針）』において表明しています。 

 

学生の皆さんが、人権侵害と思われる行為を受け、悩むような場合は、人権侵害防止相談員に相

談するなど、本ガイドラインを活用し、対処してください。 
 

 

人権侵害防止宣言 

 

学校法人北里研究所は、ここに集い、教育・学習、研究、医療等の諸活

動に携わる全ての学生および職員等が、個人として尊重され、いかなる人

権侵害も受けることなく、適正で快適な環境のもと、個性と能力が発揮で

きる権利を保障します。 

この目的を達成するために、本法人は、人権侵害の防止と対策に万全の

配慮を行い、学内環境の維持と向上に最善を尽くすことを宣言します。 

 

平成２０年４月１日制定 

平成２３年４月１日改正 

学校法人 北里研究所 

 

 

＜次ページからの記載内容＞   

 

１．人権侵害（ハラスメント）とは 

    ２．人権侵害（ハラスメント）に関する相談と対応について 

    ３．相談の流れ（フロー） 

    ４．学校法人北里研究所 人権侵害防止委員会 

５．人権相談員一覧 

    ６．人権侵害（ハラスメント）防止のためのガイドライン（指針） 

７．＜参考資料＞ハラスメントの事例 

 

 

 

 

８）北里大学における人権侵害（ハラスメント）防止への取り組みについて 
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ハラスメントとは？／相談と対応について 

 

 

 

 

学生は、教育・研究、その他の諸活動において、教員と学生、先輩と後輩、男性と女性といった異なった立

場である他者との様々な人間関係の中で、学業に励んでいかなければなりません。 

このような人間関係の中で、優越的な立場にある者が、逆らえない立場、弱い立場にある者に対して、不適

切かつ不当な言動により相手を傷つけ、不快感・不利益な損害を与えることを、一般的に「セクシュアル・ハ

ラスメント」「アカデミック・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」「ジェンダー・ハラスメント」「アルコ

ール・ハラスメント」などと呼んでいます。 

これらのハラスメントは、その行為内容により区別されていますが、複雑に絡み合って起こることもありま

す。 

もし、あなたが、このようなハラスメントの被害にあったと感じ、精神的・身体的に苦痛で修学環境が悪化

したり、学習・研究意欲を失ったときは、自分を責めたり、我慢をしないで、学内の相談窓口や信頼できる職

員に相談するなど、事態が悪化しないうちに行動してください。 

 
 
 

 

 

人権侵害（ハラスメント）と思われる行為に悩んでいたら、人権相談員（後記参照）にご相談ください。相

談は、所属先やキャンパスに関係なく、あなたが相談しやすい人権相談員にすることができます。 

相談内容は秘密を厳守し、関係者のプライバシーに十分配慮しながら、一緒に解決方法を考えていきます。

解決できないときは、学校法人北里研究所人権侵害防止委員会に調査調停を依頼し、速やかに被害者の救済措

置を図ります。 

 

■人権相談員への相談は、次の手順で行ってください。 

①相談窓口に電話、手紙、メール等でご連絡ください。お話を伺う日時や場所、対応する人権相談員を、あなたの希望に

応えながら調整します。 

②相談の際は、２名の人権相談員がお話を伺います。 

③その後の対応は、相談の流れ（フロー／次頁参照）に従います。 
 
 

【人権相談員への連絡方法（例）】 

◎電話による場合 0120-797
泣くな

-148
被害者

，090-1662-1237（相談窓口専用）平日9:00～17:00 
 

   相 談 者 ： ○○学部○年の×××と言いますが、セクハラのことで相談したいのですが… 

   相談窓口 ： 希望する時間や場所は、ありますか？ 

   相 談 者 ： 月曜以外の４時以降に、相模原キャンパスで、女性の人権相談員を希望します。 

   相談窓口 ： わかりました。それでは、調整をして、直ぐに、こちらからお電話いたします。 

 

◎メールによる場合 jinkenso@kitasato-u.ac.jp（相談窓口専用） 
 

   人権相談窓口担当者 様 

    ○○学部○年の×××と言います。 

    人権相談員○○さんに相談したいことがあります。木曜か金曜の午後、都合が良いです。 

    もう一人の人権相談員は、誰が良いかわからないので、お任せします。 

 
      面談日時等をメールで返信いたします。個人情報は厳重な管理に努めていますが、 

      不正な侵入による漏洩の危険性がありますので、相談内容の詳細は書かないでください。 

 

 

 

１．人権侵害（ハラスメント）とは？ 

 

 
２．人権侵害（ハラスメント）に関する相談と対応について 

mailto:jinken-soudan@kitasato-u.ac.jp
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相談の流れ（フロー） 

 

 

 

Ⅰ．まず                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記において、相談を受けた者が、１人で調査・調停等を行うことはありません。 

 

あなたの同意があれば、所属学部等へ対応を依頼し、解決に向けて対応いたします。 

 

Ⅱ．あなたが、望むなら 

 …  

申立者の同意があれば、所属学部等へ対応を依頼することもできます。 

                  

                 …… 調査委員会の設置は、申立を基に人権侵害防止委員会にて検討し、決定します。調査委員会

設置に至った場合は、申立者および被申立者と個別面談をし、調査・調停を行います。 

 

           

      

                   ・就業規則による処分：懲戒（懲戒解雇、諭旨退職、降格、出勤停止、昇給停止、減給、譴責） 

・学則による処分：懲戒（けん責、謹慎、受験停止、停学、退学、懲戒退学） 

・故意に虚偽の被害申立てや虚偽の証言をしたことが判明した場合も処分対象となります。 

 

 

委員会の決定に不服がある場合、申立人又は被申立人は、処分決定後14日以内に不服申立書（様式任意）を委員会に提出 

することができます。 

 

※すべての過程において、あなたのプライバシーは保護されます。 

※重大な法令違反や非行等で、社会に及ぼす影響の著しい事案に関しては、上記の流れに関わりなく、理事

長又は学長は、懲戒処分の手続きを取ることができます。 

 

人権侵害相談 
の場合 

 
処分についての通知 

 
調 停 

学内人権相談員が、お話を聴きます。 
※状況により専門の先生(弁護士・医師など)がお話を聴くこともあります。 

 
 

＜外部窓口＞ 

tel: 0120-1440-89 
（平日9:00～17:00） 
e-mail: kitasatohotline@integrex.jp 

公益通報窓口 

tel: 0120-797
泣くな

-148
被害者

 
090-1662-1237 

e-mail: 
jinkenso@kitasato-u.ac.jp 

 

(平日9:00～17:00) 

※メインは＜内部窓口＞です。 
※＜外部窓口＞もご利用可能です。 

あなたの相談 

友人が被害にあったというような時でも 
お話しを聴きます。友人本人には、 
相談制度のことを教えてあげてください。 

あなたが所属する 
学部等の職員 

あなたから相談を受けたのちは、あなたの意見を最大限尊重しながら、 
問題を整理し、関係部門などの協力を得て、一緒に解決方法を考えます。 

＜内部窓口＞ 

＜内部窓口＞ 

北里ホットライン 

人権侵害相談窓口 

 
申立者の要請（申立書） 

人権侵害防止委員会 

 
本法人諸規程による懲戒手続き 

 
３．相談の流れ（フロー） 

mailto:jinkenso@kitasato-u.ac.jp
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人権侵害防止委員会 

 

 

 

北里大学では、「学校法人北里研究所人権侵害防止委員会」を設置しています。 

委員会は、人権侵害（ハラスメント）行為に対する防止対策として、学生・職員に対する教育・研修や学内

での啓発活動を行います。 

また、人権侵害（ハラスメント）行為に対する相談については、各キャンパスに配置する人権相談員が対応

し、相談者の希望により、委員会が調査・調停を行います。 

 

◎学校法人北里研究所 人権侵害防止委員会 
 

 【本委員会】                         【人権相談員】 

委員長 人事担当常任理事 
  

白金キャンパス 5～7人   

委 員 教育担当副学長 
   
  

相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ  12～15人 
委 員 学生指導委員会委員長 

  
   

委 員 健康管理センター長 
  

十和田キャンパス 4～5人   

委 員 事務本部長 
   
  

新潟キャンパス  ３人 
委 員 北里大学病院長が推薦する者 

  
   

委 員 委員長が推薦する者（学外有識者を含む） 
  

北本キャンパス  ３人  

 
 
 

  
 

 

 

                         （２０２６年４月１日現在）     

キャンパス 氏  名 フリガナ 所  属 

白金キャンパス 

伊藤 雅洋 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 薬学部 

齋藤 祥子 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺ 薬学部 

稲橋 佑起 ｲﾅﾊｼ ﾕｳｷ 大村智記念研究所 

渡辺 ひかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 法人本部総務部 

久米 恵江 ｸﾒ ﾔｽｴ 北里研究所病院 看護部 

赤澤 友紀 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｷ 北里研究所病院 医療社会事業部 

若杉 安希乃 ﾜｶｽｷﾞ ｱｷﾉ 北里研究所病院 研究部 

相模原キャンパス 

長坂 善禎 ﾅｶﾞｻｶ ﾖｼｻﾀﾞ 獣医学部 ※十和田キャンパス兼務 

佐藤 文子 ｻﾄｳ ﾌﾐｺ 医学部 

荻野 昌敏 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾄｼ 医学部事務室 

阿見彌 典子 ｱﾐﾔ ﾉﾘｺ 海洋生命科学部 

中尾 真由美 ﾅｶｵ ﾏﾕﾐ 看護学部 

中村 厚 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 理学部 

黒崎 祥史 ｸﾛｻｷ ﾖｼﾌﾐ 医療衛生学部 

坂本 美喜 ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 医療衛生学部 

力丸 佑紀 ﾘｷﾏﾙ ﾕｳｷ 未来工学部 

 
４．学校法人北里研究所 人権侵害防止委員会 

 
５．人権相談員一覧 
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人権侵害防止委員会 

    

キャンパス 氏  名 フリガナ 所  属 

相模原キャンパス 

崔  東学 ｻｲ ﾄｳｶﾞｸ 一般教育部 

岩滿 優美 ｲﾜﾐﾂ ﾕｳﾐ 医療系研究科 

門脇 篤 ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾂｼ 監査室 

白井 教子 ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 北里大学病院 看護部 

木下 春奈 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ 北里大学病院 ME部 

近藤 閲子 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ 北里大学病院 栄養部 

十和田キャンパス 

佐々木 宜哉 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾔ 獣医学部 

岩井 聡美 ｲﾜｲ ｻﾄﾐ 獣医学部 

垣内 一恵 ｶｷｳﾁ ｶｽﾞｴ 獣医学部 

湯澤 隼人 ﾕｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 獣医学部事務室 

新潟キャンパス 

中野 広基 ﾅｶﾉ ｺｳｷ 保健衛生専門学院 

大友 崇 ｵｵﾄﾓ ﾀｶｼ 保健衛生専門学院 

鹿島 ゆかり ｶｼﾏ ﾕｶﾘ 保健衛生専門学院 

北本キャンパス 

嶋村 静江 ｼﾏﾑﾗ ｼｽﾞｴ 北里大学メディカルセンター 

辻本 雅子 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻｺ 北里大学メディカルセンター 

亀山 浩子 ｶﾒﾔﾏ ﾋﾛｺ 看護専門学校 

                                                  
  ○最新の人権相談員一覧は、大学ホームページにてご確認ください。 

トップ＞ 北里大学について＞ 大学の取り組み＞ハラスメント防止への取り組み ＞人権相談員一覧 

 
＜参考＞ 

学外の相談窓口（法務省の人権擁護機関） 

◎みんなの人権110番  電話番号：0570-003-110（平日8:30～17:15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kitasato-u.ac.jp/index.html
https://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/harassment/index.html
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防止のためのガイドライン 

 

 

 

平成17年12月16日制定 

平成20年 4月 1日改正 

平成21年 4月 1日改正 

平成25年 4月 1日改正 

平成26年 4月 1日改正 

平成27年 4月 1日改正 

平成28年11月 1日改正 

2018年  4月 1日改正 

2025年  3月 5日改正 

2025年 3月23日改正 

                                       学校法人 北里研究所 

１．趣旨 

学校法人北里研究所（以下「本法人」といいます。）は、人権侵害防止宣言に基づき、キャンパスで起こりうる

様々な人権侵害（ハラスメント）の防止・対策に努め、万一かかる事態が発生した場合には、これに対して迅速か

つ適正な措置に最善を尽くします。そのために、本法人は、本ガイドライン（指針）により、本法人における人権

侵害（ハラスメント）の定義を明らかにし、被害にあった学生・職員等が安心して苦情を申し立て、相談できる窓

口の整備に努めます。また、被害者の救済を第一に、適切な調査と慎重な手続きを経たうえで、厳正な処分を含む

効果的な対応に尽くします。その際、関係者のプライバシーの保護と秘密の厳守には、特に留意します。さらに教

育・研修を通じた予防・啓発の継続的な促進に努めます。 

 

２．法令の順守 

本法人は、世界人権宣言、日本国憲法、教育基本法、労働法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの法

令を順守します。 

 

３．人権侵害（ハラスメントを含む）の定義 

本ガイドラインの定める人権侵害とは、性別、社会的身分、人種、国籍、思想、信条、年齢、職業、身体的特徴

等の属性あるいは広く人権、人格に関わる事項等の言動によって、その尊厳を損なうことをいいます。 

とりわけ、本法人においては、性的な言動等によるセクシュアル・ハラスメント（同性に対するものを含みます。）、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する言動によるハラスメント、教育・研究に関連する言動によるアカデミ

ック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントなどが、いずれも、指

導者と被指導者、上司と部下、先輩と後輩、男性と女性、多数派と少数派などの権力的立場を利用して、相手方に

不利益・不快感を与え、就学・就労環境を悪化させるハラスメント（嫌がらせ・いじめ）であるとみなします。そ

して悪質かつ重大な人権侵害行為のひとつとして認識しなければなりません。 

また、ハラスメントの特徴は、ハラスメントを行う側に、そのような意図がなくても、ハラスメント被害が生じ

る可能性があるということです。大切なことは、一人一人を個人として尊重しなければならないということです。 

このような理解のうえで、本ガイドライン・規程等では「人権侵害」の語句の後に、「ハラスメント」を併記し

ています。 

 

４．本ガイドラインの適用範囲および対象 

本ガイドラインは、本法人の学生および職員等、本法人の構成員であると認められる者について適用されます。 

 

 

 

 

 
６．人権侵害（ハラスメント）防止のためのガイドライン（指針） 
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防止のためのガイドライン 

５．学校法人北里研究所人権侵害防止委員会の設置と役割 

本法人は、人権侵害（ハラスメント）の防止・対策の全般を統括するために、学校法人北里研究所人権侵害防止委

員会（以下「委員会」といいます。）を設置します。委員会は、人権侵害（ハラスメント）に関する情報収集、教育

研修、啓発活動、調査調停を行い、学内外機関との連携および協力等のための連絡調整などにあたります。 

 

６．人権相談員の配置と役割 

人権侵害（ハラスメント）の相談・申立てに対応するために、人権相談員を配置します。人権相談員は、人権侵 

害（ハラスメント）についての相談や申立てを受けたら、相談者（被害者）の意思や意向を尊重しつつ、迅速かつ

適切に対応します。そのためには、人権相談員に必要なトレーニングを適宜行い、資質向上と能力開発に努めます。 

 

７．相談・申立ての方法 

人権侵害（ハラスメント）の相談・申立てを希望する学生・職員等は、人権相談窓口または人権相談員に連絡し

てください。所属する部署やキャンパスに関わらず、どの人権相談員にも相談できますので、ご希望があればお伝

えください。その相談・申立ては、相談者（被害者）自身がその行為を自らの意に反する人権侵害（ハラスメント）

と判断すれば可能です。従って、行為者（加害者）の意図や真意などは、相談・申立てを妨げる要因にはなりませ

ん。また、相談者（被害者）自身がその行為を拒否しなかったか否か、服従したか否かということも、問題になり

ません。 

人権侵害（ハラスメント）の相談は、被害を受けた本人に限らず、第三者（友人等）によるものも受け付けます。 

 

８．事実関係の調査 

委員会は、調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、当該案件に関して調査・調停を行います。この過

程において、調査委員会は委員会との緊密な連携・協力のもと、中立性・公正性の確保に最善を尽くします。調査

結果は、原則として調査開始から1カ月以内に終了し、委員会に報告されます。 

なお、学生同士の人権侵害（ハラスメント）の相談・申立てに関しては、学長を経て、当該学生の所属学部等に

調査・調停を依頼します。 

ただし、重大な法令違反や非行等で、社会に及ぼす影響の著しい事案に関しては、この流れに関わりなく、理事

長は懲戒処分の手続きを取ることができます。 

 

９．被害者の救済措置 

相談・申立ての時点であっても、人権侵害（ハラスメント）の疑いのある行為が継続し、相談者（被害者）を救

済する緊急措置が必要と判断された場合には、人権侵害防止委員会は、事案発生部門の部門長に対して、緊急避難

の措置を要請します。また、相談者（被害者）の心理的なケアにも十分に対応します。 

 

１０．プライバシーの保護 

相談・申立て、事実調査、懲戒処分等のあらゆる過程において、相談者（被害者）の名誉とプライバシーの保護

を最優先とし、個人情報が外部に漏れることがないように最善を尽くします。〔※1〕また、相談者（被害者）が相

談・申立てなどを理由に、就学・就労上の不利益（報復）を被ることのないように万全の配慮を行います。〔※2〕 

 ※1個人情報保護法  ※2公益通報者保護法 

 

１１．啓発活動等 

本法人は、人権侵害（ハラスメント）の防止を図るため、人権侵害防止委員会を中心に、次のとおり啓発活動等

を行います。 

⑴ 学生および職員等に対して、このガイドライン（指針）を周知徹底し、人権侵害（ハラスメント）に関す

る理解に努めます。 

⑵ 学生および職員等に対して、教育研修および啓発活動等を通じて、人権侵害（ハラスメント）の防止に努

めます。 
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防止のためのガイドライン 

⑶ 学生に対しては、新入生オリエンテーション、講義、講演会などによって、人権侵害（ハラスメント）に

関する理解に努めます。 

⑷ 職員に対しては、定期的に講演会や研修を行い、人権侵害（ハラスメント）に関する理解に努めます。 

⑸ 職員に対しては、特に本法人就業規則等の関連諸規程の周知徹底を図り、人権侵害（ハラスメント）の防

止に努めます。 

⑹ 職員のうち特に人権相談員になった者に対しては、求められる専門的な知識･スキル、役割および責任につ 

いて認識を深める研修を実施します。 

 

１２．学校法人北里研究所就業規則 【省略】 

 

１３．ガイドラインの改正 

このガイドライン（指針）は、委員会の議を経て理事長が決定します。 



 9 

ハラスメントの事例 

【 参 考 資 料 】 

 

 

 

 

以下の事例は、文部科学省の規程や、人事院規則、特定非営利活動法人アカデミック・ハラスメントをなく

すネットワーク（http://www.naah.jp）ガイドライン、「職場のいじめとパワハラ防止のヒント」（涌井美和

子著）等を参考にしたハラスメントの事例です。 

これらは、あくまでも、ハラスメントの概要を把握するためのものであり、ここに掲載された内容すべてが、

各種ハラスメントに該当するといった判定基準ではありません。 

 

 

【アカデミック・ハラスメントの事例】                              

 

１．学習・研究活動の妨害（教育研究機関における正当な活動を直接的・間接的に妨害すること。） 

・文献･図書や機器類を使わせないという手段で、研究遂行を妨害する 

・実験機器や試薬などを勝手に廃棄し、実験の遂行を妨害する 

・研究に必要な物品購入を、必要な書類に押印しないという手段で妨害する 

・机を与えない。また、机を廊下に出したり、条件の悪い部屋や他の研究室員とは別の部屋に隔離したりする 

・正当な理由がないのに研究室への立ち入りを禁止する 

・研究費の申請を妨害する 

・学会への出張を正当な理由なく許可しない 

・研究出張を認めないなどの手段で共同研究を妨害する 

 

２．卒業・進級妨害（学生の進級･卒業･修了を正当な理由なく認めないこと。また、正当な理由なく単位を与

えないこと。） 

・卒業研究を開始して間もないのに、早々に留年を言い渡す 

・理由を示さずに単位を与えない 

・卒業･修了の判定基準を恣意的に変更して留年させる 

・「不真面目だ。」、「就職活動をした奴は留年だ。」という口実で留年させる 

・卒業研究は完了しているのに、「お礼奉公」としての実験を強要し、それを行わなければ卒業させない 

 

３．選択権の侵害（就職・進学の妨害、望まない異動の強要など。） 

・（指導教員を変更したいと申し出た学生に）「俺の指導が気に入らないなら退学しろ。」 

・指導教員を途中で変更したら自動的に留年 

・本人の希望に反する学習・研究計画や研究テーマを押しつける 

・就職や他大学進学に必要な推薦書を書かない 

・就職活動を禁止する 

・会社に圧力をかけて内定を取り消させる 

・他の研究教育機関への異動を強要する 

・「結婚したら研究者としてやってはいけない。」などと言って、結婚と学問の二者択一を迫る 

 

 

 
７．ハラスメントの事例 
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ハラスメントの事例 

 

４．指導義務の放棄、指導上の差別（教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。また指導下にあ

る学生･部下を差別的に扱うこと。） 

・「放任主義だ。」と言ってセミナーを開かず、研究指導やアドバイスもしない 

・研究成果が出ない責任を一方的に学生に押し付ける 

・論文原稿を渡されてから何週間経っても添削指導をしない 

・測定を言いつけるが、その試料がどんな物で何が目的なのか尋ねられても説明しない 

・嫌いなタイプの学生に対して指導を拒否したり侮蔑的言辞を言ったりする 

 

５．不当な経済的負担の強制（本来研究費から支出すべきものを、学生・部下に負担させる。） 

・実験に失敗した場合、それまでにかかった費用を弁償させる 

・研究費に余裕があるにもかかわらず試薬を買い与えない。学生は卒業論文を書かなければならないので、仕方

なく自費で試薬を購入することになる 

 

６．研究成果の搾取（研究論文の著者を決める国際的ルールを破ること、アイディアの盗用など。） 

・加筆訂正したというだけなのに、指導教員が第一著者となる 

・実験を行う・アイディアを出すなど研究を主体的に行って、その研究に最も大きな貢献をした者を第一著者に

しない 

・第一著者となるべき研究者に、「第一著者を要求しません。」という念書を書かせる 

・著者の順番を教授が勝手に決める 

・その研究に全くあるいは少ししか関わっていない者を共著者に入れることを強要する 

・「俺の名前を共著者に入れろ。場所代だ。」 

・学生が出したアイディアを使って、こっそり論文を書く 

 

７．精神的虐待（本人がその場に居るか否かにかかわらず、学生や部下を傷つけるネガティブな言動を行うこ

と。発奮させる手段としても不適切。） 

・「お前は馬鹿だ。」 

・「（論文を指して）幼稚園児の作文だ。」 

・「（研究を指して）子供の遊びだ。」 

・「こんなものを見るのは時間の無駄だ。」 

・「セミナーに出る資格がない。出て行け。」「死んでしまえ。」 

・「お前は実験はやらなくていい。掃除だけをやっておけばいい。」と言って、大学院生に研究テーマを与えない 

・「君は（出来が悪いから）皆の笑い者だ。」 

・学生や部下が持ってきた論文原稿をゴミ箱に突っ込む、破り捨てる、受け取らない、きちんと読まない 

・学生や部下が出したアイディアに全く検討を加えず、それを頭から否定する 

・ささいなミスを大声で叱責する 

 

８．暴力 

・殴ったり、蹴ったりする 

・酒席で暴力をふるう 
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ハラスメントの事例 

 

９．誹謗、中傷 

・「彼みたいな奴が就職できるわけがない。」 

・「○○○と一緒に仕事をすれば、あなたの評判が落ちますよ。」と周囲に言いふらす 

・「あの人は頭がおかしい。」 

・「××学を専攻する人にたいした人はいない。」 

・職務上知りえた学生の個人情報を他の教員や学生に告げてまわり、結果として大学での当人の居心地を悪くさ

せる 

・虚偽のうわさを流す。怪文書を配る 

 

１０．不適切な環境下での指導の強制 

・午後11 時からなど深夜に指導を行う 

・必要のない徹夜実験や休日の実験を強要する 

・指導するからと言ってホテルの一室に呼びつける 

・他人の目が行き届かない状況で個人指導を行う 

・演習・セミナーの時間が他研究室と比べて異様に長く、くどくどと叱責を行う 

 

１１．権力の濫用 

 ⑴不当な規則の強制 

・他の人や先輩に実験手法を教えてもらってはいけない 

・研究に関して人と相談することを一切禁止する 

・先輩のデータ作りは手伝わなくてはいけない。しかし、自分の実験はどんなに時間がかかっても一人でやるべ

きである 

・日曜日に研究室に来ないと留年 

・夏休みは指定された3 日だけ。それ以外に休んだら留年 

・スキー禁止。テニス禁止。アルバイト禁止。 

・「○○とは一切口をきくな。」 

 ⑵親密な関係の強要 

・「食事に付き合わないと指導しないよ。」 

・「ドライブに付き合ったら出張を認めよう。」 

・「手作りケーキを持ってきたらいい点をあげよう。」 

 ⑶不正・不法行為の強要 

・空バイト・空謝金（アルバイトをしたという架空の書類を学生に作成させ、不正に研究費を引き出すこと）な

どの金銭的不正行為の強要 

・研究データの捏造・改ざんの強要 

 ⑷権力の濫用（その他） 

・プライベートな行動に付き合うことの強制 

・送り迎えの強要 

・教授が行う学会発表のデータ作りを、共著者でない学生に徹夜で仕上げることを強要 

・会議や行事など、必要な情報を故意に教えない 

・物品等の管理を過剰なまでに厳格に行う。試験管一本まで厳密に管理して、不足する度にいちいち取りに来さ

せる 
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ハラスメントの事例 

 

１２．プライバシー侵害（プライベートを必要以上に知ろうとしたり、プライベートなことに介入しようとした

りすること。） 

・家族関係･友人･恋人のことなど、プライベートについて根掘り葉掘り聞く 

・交際相手のことをしつこく聞き、「そういう人はやめた方がいい。」などと勝手なアドバイスをする 

 

１３．他大学の学生、留学生、聴講生、ゲストなどへの排斥行為 

・（担当者への了解をとり、ゼミに参加した他大学の学生に向かって） 

 「外部の人間は出て行け。」 

 「ここはあなたのようなレベルの低い人間がくるところではない。」 

 「自分のゼミに帰れ。」 

・属性や身分（留学生、社会人学生、聴講生、科目等履修生、研究生、研修生など）によって差別的な待遇をし

たり、それを正当化しようとしたりする（例：「聴講生は発言を控えてほしい。」） 

 

１４．その他 

・教員同士の個人的な確執による鬱憤を、相手が指導する学生へ不利益を被らせることで晴らそうとする 

・学生一般の軽視、学生に対する侮蔑 

 「学生の目的は就職なんだから、修了さえさせれば教育の内容はどうでもいい。」 

 「説明を与えなければ、学生はこんなものだと思って勝手に納得するんです。」 

 「うちの学生はアホばかりだ。」 

 

【パワー・ハラスメントの事例】 

 

１． 身体的暴力や人格否定 

・目をあわせない・顔を向けないなど、様々な場面で無視する 

・冷淡な態度をとる 

・「バカ」「辞めろ」「辞めさせるぞ」などと言う 

・身体的暴力を振るう 

・攻撃的な態度で大声を出したり、物にあたる 

 

２．悪意のある嫌がらせ 

・孤立させる 

・必要な情報を与えない 

・大勢の前で怒鳴りつける 

・意見や意向をいつも無視する 

・悪い噂を流す 

 

３．教育・指導の延長 

・執拗に注意・叱責をする 

・教育や指導の際、欠点ばかり強調する 

・必要な権限を与えず、責任だけを増やす 
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ハラスメントの事例 

 

・故意に能力や業績を低く評価する 

・仕事を取り上げる、新しい仕事を与えない    

・自分のやり方や考え方を押しつける 

・病欠や有給をとらないよう圧力をかける 

・常に仕事を監視する 

 

☆ パワー・ハラスメントとは、職場や教育の場において、その力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する

言動を繰り返し行うことをさします。職場における力関係は、「上司→部下」だけではありません。「多数派→

少数派」「ベテラン→新人」「先輩→後輩」「主張が強い者→弱い者」など様々なケースを含め、広い意味でパ

ワー・ハラスメントになる場合があります。 

※ 以下の場合は、1回でも該当する場合があります。 

・身体への暴力など刑法に触れるもの 

・経理上のごまかし、詐欺行為など違法行為への強要 

 

【セクシュアル・ハラスメントの事例】 

 

１．性的な内容の発言関係 

・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること 

・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと 

・体調が悪そうな女性に「今日は生理日か｡」、「もう更年期か｡」などと言うこと 

・性的な経験や性生活について質問すること 

・性的な風評を流したり、性的なからかいの対象とすること 

    

２．性的な内容の行動関係 

・ヌードポスター等を教室･研究室･部室等に貼ること 

・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること 

・教室･研究室のパソコンのディスプレイに猥褻な画像を表示すること 

・身体を執拗に眺め回すこと 

・食事やデートにしつこく誘うこと 

・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、Ｅメールを送りつけること 

・身体に不必要に接触すること 

・不必要な個人指導を行うこと 

・浴室や更衣室等をのぞき見すること 

・相手の気持ちを考えず性的な関係を強要すること 

・研究室やゼミナールの旅行の宴会の際に浴衣に着替えることを要求したり、ほのめかすこと 

・出張への同行を強要したり、出張先で不必要に自室に呼ぶこと 

・自宅までの送迎を強要すること 

・住居等まで付け回すこと・カラオケでのデュエットを強要すること 

・酒席で、上司、指導教官等のそばに座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること 

    ※ 強要はしていなくても、相手が断れない状況下では、強要と同じであることを理解しましょう。 
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ハラスメントの事例 

 

【ジェンダー・ハラスメントの事例】 

 

・性別により差別しようという意識等に基づくもの 

・「男のくせに根性がない｡」、「女には仕事を任せられない｡」、「女性は職場の花でありさえすればいい｡」、

「女は学問などしなくても良い｡」などと発言すること 

・成人に対して、「男の子」、「女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認

めないような呼び方をすること 

・女性であるというだけでお茶汲み、掃除、私用等を強要したり、ほのめかすこと 

・女性であるというだけの理由で、仕事や研究上の実績等を不当に低く評価すること 

 

 

【アルコール・ハラスメントの事例】 

 

・お酒を無理強いしたり､無理に宴席へ誘うこと 

・一気飲みや早飲み競争を強要すること 

・本人の体質や意向を無視し、飲酒をすすめたり、飲めないことを侮辱すること 

・酔った上で迷惑行為をすること（暴言・暴力・セクハラ・その他のひんしゅく行為） 

・未成年者へ飲酒をすすめること（上司や教員は、保護監督者として、未成年者の飲酒を制止する義務もありま

す。） 

 

 

【マタニティ・ハラスメント等の事例】 

 

・妊娠・出産等を理由として 

期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと 

退職または労働契約内容の変更の強要を行うこと 

昇任・昇格等人事考課において不利益な評価を行うこと 

賞与等において不利益な算定を行うこと 

不利益な配置の変更を行うこと 

派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む 

こと  など 

・「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言い、取得をあきらめざるを得ない状況にすること 

・産休や育休の取得を届出した際に、「休みをとるなら辞めてもらう」などと発言すること 

・「所定外労働の制限をしている人にたいした仕事はさせられない」などと繰り返し、又は断続的に言うこと 

・短時間勤務者に対して、仕事をさせなかったり、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害する行為をする 

 こと 

・介護休業の取得を希望する者に、「自分なら請求しない。あなたもそうすべき」などと取得をあきらめざる 

を得ない状況に追い込むこと 
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ハラスメントの事例 

 

【モラル・ハラスメントの事例】 

 

１．精神的な攻撃（暴言、嫌味、侮辱、陰口など） 

   ・バカ、くずなどの暴言を言う 

   ・「○○は使えないやつだ」「存在が目障りだ」などと人格や尊厳を傷つける 

   ・深いため息、舌打ち、軽蔑したまなざし、視線をそらすなど、どうとでもとれる態度で少しずつ 

確実に相手を傷つける 

   ・就職活動が一番に決まった友人に対し、「どうせコネで入ったにちがいない」と根も葉もない噂を 

言いふらす 

   ・何か知らないことがあると、「田舎者だから」と出身地や国籍などをからかう 

   ・身体的な特徴をからかう、又はその真似をする 

 

２．人間関係からの切り離し（無視、誘わない、連絡しないなど） 

   ・挨拶や雑談などで声をかけても無視する 

   ・ランチや飲み会の際にその人だけ誘わない 

   ・関係したゼミや部活などのミーティングでも声を掛けない 

   ・一緒にいてもその人だけ口をきかず、必要な連絡も人づてやメールでしかしない 

 

３．プライベートに干渉（私生活に立ち入る、暴くなど） 

   ・仕事時間以外に異常な連絡が繰り返される 

   ・家族や恋人に関して、不快なほどに知りたがる 

   ・「○○が趣味だなんて気持ち悪い」などと言う 

 

４．仕事の妨害（仕事を奪う、押しつける、必要な情報を与えないなど） 

   ・とてもできない量の仕事を押しつける 

   ・業務上必要な情報や資料を与えない 

   ・能力に見合った仕事ではなく、雑用ばかりを頼む 

 

５．職場環境の悪化（人を巻き込んだ攻撃、人前での侮辱など） 

   ・事実でも事実でなくても相手が不利になるような内容を周囲に振りまく 

   ・不必要なほど大きな声で叱責する 

   ・威圧的に目の前でドアをバタンと閉める 

   ・言葉や態度などによって、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせる 

 

☆モラル・ハラスメントとは、力関係の強さに関係なく、言葉や態度などによって巧妙に人の心を傷つけ、 

精神的な暴力や嫌がらせをすることです。指導・教育などとして加害者が積極的に悪意を持っておらず、 

自覚なしに相手に精神的苦痛を与えるケースも含みます。 

 

 


